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第１章 総則 

 

１－１ 適用する諸基準  

本特記仕様書の他、以下の諸基準により作業を行うものとする。 

・「管理用図面作成業務標準仕様書（以下「標準仕様書」という）」 

・令和６年７月版の「東日本高速道路株式会社調査等共通仕様書（以下「共通仕様書」

という）」 

・令和５年５月版の「東日本高速道路株式会社測量作業規程（以下「測量作業規程と

いう）」 

 

 

１－２ 履行期間   

   本業務は、共通仕様書1-13「着手日」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体

制の確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及

び余裕期間を設定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限ま

での間）で、受注者が業務の始期（業務着手日）及び終期（業務完了日）を任意に設

定することができる。なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注

者が設定した業務の終期までの期間とする。  

余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要し

ない。また、業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打

合せを行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うもの

とする。  

受注者は、落札者決定から10日以内に、履行期間通知書（様式第1号）により、業務

の始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。 

 

全体履行期間（業務完了期限）:契約保証取得の日の翌日から２１０日間 

      余裕期間（業務着手期限）: 契約保証取得の日の翌日から６０日間 

 

 

１－３ テクリスへの登録  

本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書1-12-4「テ

クリスへの登録」の規定によらず、以下のとおりとする。  

（１）受注時は、受注者が設定した業務の始期から15日以内 

 

 

 

 

 



 

様式第 1 号 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 関東支社 

支社長             殿 

 住所 

 会社名 

 代表者  

 

 

履行期間通知書 

 

   （調査等名）                                

 

標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しました

ので、通知します。 

 

記 

 

１．契約保証取得の日 

   令和  年  月  日 

 

２－１．発注者が設定した全体履行期間 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 （   日間） 

   （１．契約保証取得の日の翌日） 

２－２．発注者が設定した余裕期間 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 （   日間） 

   （１．契約保証取得の日の翌日） 

 

３－１．受注者が設定した業務の始期 

   令和  年  月  日 

３－２．受注者が設定した業務の終期 

   令和  年  月  日 

３－３．契約上の履行期間 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 （   日間） 

   （１．契約保証取得の日の翌日）   （３－２．受注者が設定した業務の終期）  

以 上 

 

 


